
号

外

二�
平

成
二
十
六
年
十
一
月
十
三
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

二

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
同

)

四

規

則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
四
号
の
二

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
一
号
の
表
中｢

岐
阜
県
感
染
症
診
査
協
議
会
委
員｣

を ｢

岐
阜
県
感
染
症
診
査
協
議
会
委
員

岐
阜
県
指
定
難
病
審
査
会

岐
阜
県
小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査

会｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
四
号
の
三

( ) 平成26年11月13日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
三
日



岐
阜
県
小
児
慢
性
特
定

疾
病
審
査
会

岐
阜
県
指
定
難
病
審
査

会

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

の
規
定
に
よ

り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
六
年
法

律
第
五
十
号)

の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
に

関
す
る
事
務

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
三
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
一
の
項
中｢

と
い
う
。)｣

の
下
に｢

、
児
童
福
祉
法
施

行
令(

以
下
こ
の
項
中｢

施
行
令｣

と
い
う
。)

及
び
児
童
福
祉
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
三
年
厚
生

省
令
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
中｢

施
行
規
則｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
六
号
中｢

指
定
医
療

機
関｣

を｢

指
定
発
達
支
援
医
療
機
関｣

に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中｢

在
所
年
令｣

を｢

在
所
年
齢｣

に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
中｢
第
四
十
七
条
第
一
項｣

を｢

第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書｣

に
改
め
、

同
項
第
十
八
号
中｢

及
び
第
二
項
又
は｣
を｢

に
掲
げ
る
措
置
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び｣

に
、｢

に

規
定
す
る
措
置
又
は｣

を｢

の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、｢

す
る
こ
と｣

の
下
に｢

並
び
に
費
用
の
徴

収
を
他
の
都
道
府
県
等
に
嘱
託
す
る
こ
と｣
を
加
え
、
同
項
第
十
九
号
中｢

第
五
十
七
条
の
三
第
二
項｣

を｢

第
五
十
七
条
の
三
第
三
項｣

に
改
め
、
同
項
第
二
十
号
中｢

第
五
十
七
条
の
四
第
二
項｣

を｢

第

五
十
七
条
の
四
第
三
項｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

21

施
行
令
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
児
童
福
祉
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
及

び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
児
童
福
祉
審
議
会
に
報
告
す
る
こ
と
。

22

施
行
令
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
新
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
居
住
地
の
変
更
を
通
知
す

る
こ
と
。

23

規
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
児
童
福
祉
施
設
等
の
長
に
書
類
を
送
付
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
四
号
の
四

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

第
八
条
第
二
項
の
表
保
健
医
療
課
の
項
第
三
号
中｢

特
定
疾
患
及
び
小
児
慢
性
特
定
疾
患｣

を｢

指

定
難
病
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
及
び
特
定
疾
患｣

に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
表
保
健
医
療
課
の
部
岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
条
の
表
障
害
福
祉
課
の
部
岐
阜
県
障
害
児
通
所
給
付
費
等
不
服
審
査
会
の
項
中｢(

昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)｣

を
削
る
。

第
四
十
条
の
表
三
の
項
第
六
号
中｢

特
定
疾
患
及
び
小
児
慢
性
特
定
疾
患｣

を｢

指
定
難
病
、
小
児

慢
性
特
定
疾
病
及
び
特
定
疾
患｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
四
十

条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号
の
二

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(
昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
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九

難
病
の
患
者
に

対
す
る
医
療
等
に

関
す
る
法
律(

平

成
二
十
六
年
法
律

第
五
十
号
。
以
下

こ
の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

、
難
病

の
患
者
に
対
す
る

医
療
等
に
関
す
る

法
律
施
行
令(

平

成
二
十
六
年
政
令

第
三
百
五
十
八
号
。

以
下
こ
の
項
中

｢

令｣

と
い
う
。)

及
び
難
病
の
患
者

に
対
す
る
医
療
等

に
関
す
る
法
律
施

行
規
則(

平
成
二

十
六
年
厚
生
労
働

１

法
第
十
九
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
払
の
一
時

差
止
め

２

法
第
十
九
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

３

法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定

の
取
消
し
等

１

法
第
二
十
一
条

第
四
項
の
規
定
に

よ
る
特
定
医
療
費

の
支
払
の
一
時
差

止
め

２

法
第
二
十
二
条

第
三
項
の
規
定
に

よ
る
措
置
命
令

３

法
第
二
十
三
条

の
規
定
に
よ
る
指

定
医
療
機
関
の
指

定
の
取
消
し
等

１

部
長
専
決
事
項

及
び
別
表
第
四
保

健
所
及
び
保
健
所

に
置
か
れ
る
事
務

所
の
部
四
の
項
に

掲
げ
る
専
決
事
項

を
除
く
法
、
令
及

び
省
令
の
施
行
に

関
す
る
事
務

四

難
病
の
患
者
に
対
す
る

医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

以
下
こ
の
項
中

｢

法｣

と
い
う
。)

及
び
難
病
の

患
者
に
対
す
る
医
療
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則

(
以
下
こ
の
項
中｢

省
令｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

三

児
童
福
祉
法(

以
下
こ

の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

及
び
児
童
福
祉
法
施
行
規

則(

以
下
こ
の
項
中｢

省

令｣

と
い
う
。)

の
施
行

事
務

省
令
第
百
二
十
一

号
。
以
下
こ
の
項

中｢

省
令｣

と
い

う
。)

の
施
行
事

務

１

法
第
十
条
第
二
項
及
び

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
支

給
認
定
の
変
更(

指
定
医

療
機
関
の
変
更
に
限
る
。)

の
認
定
及
び
医
療
受
給
者

証
の
返
還

１

法
第
十
九
条
の
五
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
支
給
認
定
の
変
更

(

指
定
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
機
関
の
変
更
に
限

る
。)

の
認
定
及
び
医
療

受
給
者
証
の
返
還

１

省
令
第
十
三
条
の
規
定
に

よ
る
申
請
内
容
の
変
更
の
届

出
の
受
付(

当
該
申
請
に
係

る
指
定
難
病
の
患
者
及
び
保

護
者
の
氏
名
及
び
居
住
地
の

み
の
変
更(

当
該
変
更
後
の

居
住
地
が
他
の
都
道
府
県
で

あ
る
も
の
を
除
く
。)

に
限

る
。)

２

省
令
第
二
十
六
条
の
規
定

に
よ
る
医
療
受
給
者
証
の
再

交
付

１

省
令
第
七
条
の
九
第
三
項

の
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出

書
の
受
付(

当
該
申
請
に
係

る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童

等
及
び
保
護
者
の
氏
名
及
び

居
住
地
の
み
の
変
更(

当
該

変
更
後
の
居
住
地
が
他
の
都

道
府
県
又
は
岐
阜
市
の
区
域

内
で
あ
る
も
の
を
除
く
。)

に
限
る
。)

２

省
令
第
七
条
の
二
十
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
受

給
者
証
の
再
交
付

３

省
令
第
七
条
の
二
十
三
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
受

給
者
証
の
返
還
の
受
付

す
る
。

別
表
第
三
保
健
医
療
課
の
表
一
の
項
中｢

と
い
う
。)｣

の
下
に｢

、
児
童
福
祉
法
施
行
令(

昭
和
二

十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
中｢

令｣

と
い
う
。)

及
び
児
童
福
祉
法
施
行
規
則(

昭
和

二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
中｢

省
令｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
項
部
長
専
決
事

項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
保
健
医
療
課
の
表
一
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

部
長
専
決
事
項
及
び
別
表
第
四
保
健
所
及
び
保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
部
三
の
項
に
掲
げ

る
専
決
事
項
を
除
く
法
、
令
及
び
省
令
の
施
行
に
関
す
る
事
務

別
表
第
三
保
健
医
療
課
の
表
中
十
の
項
を
十
一
の
項
と
し
、
九
の
項
を
十
の
項
と
し
、
八
の
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
障
害
福
祉
課
の
表
一
の
項
中｢

昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
。｣

及
び｢

昭
和
二
十

三
年
省
令
第
十
一
号
。｣

を
削
る
。

別
表
第
四
保
健
所
及
び
保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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３

省
令
第
二
十
七
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
受
給
者

証
の
返
還
の
受
付

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

附
則
第
三
条

第
五
項
及
び
第
十
二
条
並
び
に
児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
四

十
七
号)

附
則
第
四
条
第
五
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
各
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
改
正
後
の
別

表
第
三
保
健
医
療
課
の
表
一
の
項
及
び
九
の
項
並
び
に
別
表
第
四
保
健
所
及
び
保
健
所
に
置
か
れ
る

事
務
所
の
部
三
の
項
及
び
四
の
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
部
長
、
課
長
、
現
地
機
関
の
長
又
は
現
地

機
関
の
課
長
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号
の
三

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
十
二
条
第
四
項

の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
二
号
中｢

第
十
二
条
の
六
第
二
項
の｣

の
下
に｢

規

定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
三
号
中｢

第
十
八
条
第
四
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、

同
欄
第
四
号
中｢

第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
五
号
中

｢

第
二
十
四
条
の
三
第
六
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
六
号
中｢

第
二
十
四
条

の
四
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、｢

返
還｣

を｢

返
還
請
求｣

に
改
め
、
同
欄
第
九
号
中

｢

指
定
医
療
機
関｣

を｢

規
定
に
よ
る
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関｣

に
改
め
、
同
欄
第
十
号
中｢

第
二

十
七
条
の
三
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
十
四
号
中｢

ま
で
の｣

の
下
に｢

規
定

に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
十
六
号
中｢

二
月
を
超
え
る
一
時
保
護｣

を｢

規
定
に
よ
る
一
時
保
護
期

間
の
延
長｣

に
改
め
、
同
欄
第
二
十
六
号
中｢

第
十
三
条
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同

号
を
同
項
第
二
十
九
号
と
し
、
同
欄
第
二
十
五
号
中｢

入
所
施
設
等｣

を｢

規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施

設
等｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
二
十
八
号
と
し
、
同
欄
第
二
十
四
号
中｢

及
び
第
二
項
の
児
童
福
祉

審
議
会｣

を｢

の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
児
童
福
祉
審
議
会｣

に
、｢

採
つ
た
措
置
の
児
童
福
祉
審
議
会｣

を｢

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
児
童
福
祉
審
議
会｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
二
十
七
号
と

し
、
同
欄
第
二
十
三
号
中｢

第
五
十
六
条
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、｢

都
道
府
県
知
事

等｣

を｢

都
道
府
県
等｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
二
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え

る
。25

法
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
命
令
等

26

法
第
五
十
七
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
閲
覧
等
の
請
求

別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
二
十
二
号
中｢

第
四
十
七
条

第
一
項｣

を｢

第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
二
十
三
号
と
し
、
同
欄
中

第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
同
欄
第
二
十
号
中｢

第
三
十
三
条
の
八
の｣

を｢

第
三
十
三
条
の

八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
二
十
一
号
と
し
、
同
欄
第
十
九
号
中｢

宣
告｣

を｢

審
判
等｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
二
十
号
と
し
、
同
欄
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
同
欄

第
十
七
号
中｢

第
三
十
三
条
の
二
第
四
項
の｣

を｢

第
三
十
三
条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
十
八
号
と
し
、
同
欄
第
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

17

法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
児
童
福
祉
審
議
会
の
意
見
聴
取

別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
三
十
三
条
の
二

第
一
項｣

を｢

第
三
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項｣

に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中｢

第
三
十
三
条
の
二
第
六

項
の｣

を｢

第
三
十
三
条
の
二
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、｢

所
有
物
の
児
童｣

の
下
に

｢

へ
の
返
還｣

を
加
え
、｢

返
還
又
は｣

を
削
り
、
同
欄
第
三
号
中｢

第
三
十
四
条
の｣

を｢

第
三
十
三

条
の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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